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適格機関投資家の範囲と届出

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平成五年三月三日号外大蔵省令

第十四号）（抄）

（適格機関投資家の範囲）

第十条 法第二条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

ただし、第十五号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号

に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。

一 金融商品取引業者（第一種金融商品取引業（有価証券関連業に該当するものに限る

。）又は投資運用業を行う者に限る。）

二 投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十

二項に規定する投資法人

三 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する外国投資法人

四 銀行

五 保険会社

六 保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第七項に規定する外国保険会社等

七 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会

八 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫

九 信用協同組合のうち金融庁長官に届出を行った者及び信用協同組合連合会並びに業

として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農

業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会

十 株式会社企業再生支援機構（株式会社企業再生支援機構法（平成二十一年法律第六

十三号）第二十二条第一項第一号並びに第二号イ及びハに掲げる業務を行う場合に限

る。）

十一 財政融資資金の管理及び運用をする者

十二 年金積立金管理運用独立行政法人

十三 株式会社日本政策金融公庫（株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五

十七号）第十三条第三項に規定する専任の部門に限る。）及び沖縄振興開発金融公庫

十四 株式会社日本政策投資銀行

十五 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組

合連合会

十六 令第一条の九第五号に掲げる者（法第三十三条の二の規定により登録を受けたも

のに限る。）

十七 銀行法施行規則（昭和五十七年大蔵省令第十号）第十七条の三第二項第十二号に

掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ

、この号の届出の時における資本金の額が五億円以上であるものとして金融庁長官に

届出を行った者



- 2 -

十八 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責

任組合

十九 厚生年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表（厚生年金基

金令（昭和四十一年政令第三百二十四号）第三十九条第一項の規定により提出された

ものに限る。）における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の

金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上

であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に

係る年金経理に係る貸借対照表（確定給付企業年金法施行規則（平成十四年厚生労働

省令第二十二号）第百十七条第三項第一号の規定により提出されたものに限る。）に

おける流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金

の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行っ

た者並びに企業年金連合会

二十 都市再生特別措置法（平成十四年法律第二十二号）第二十九条第一項第一号に掲

げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者（同号に掲げる業務を行う場合に限

る。）及び同法第七十一条第一項第一号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を

受けた者（同号に掲げる業務を行う場合に限る。）

二十一 信託業法（平成十六年法律第百五十四号）第二条第二項に規定する信託会社（

同条第四項に規定する管理型信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ（３）及

び第七号において同じ。）のうち金融庁長官に届出を行った者

二十二 信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社（同条第七項に規定する管理型

外国信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ（３）及び第七号において同じ。

）のうち金融庁長官に届出を行った者

二十三 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法

人（ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等（組合

契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業

者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し

、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者を

いう。ロ及び第二十四号において同じ。）として取引を行う場合に限る。）

イ 当該届出を行おうとする日の直近の日（以下この条において「直近日」という。

）における当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。

ロ 当該法人が業務執行組合員等であって、次に掲げるすべての要件に該当すること

（イに該当する場合を除く。）。

（１） 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契

約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執

行組合員等として当該法人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。

（２） 当該法人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他の

すべての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他

のすべての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に

係る組合の他のすべての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係

るすべての組合員その他の者の同意を得ていること。



- 3 -

二十三の二 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行っ

た特定目的会社（資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号。以下「資産流

動化法」という。）第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第二十三条第六号

において同じ。）

イ 資産流動化法第四条第一項の規定による届出が行われた資産流動化法第二条第四

項に規定する資産流動化計画（当該資産流動化計画の変更に係る資産流動化法第九

条第一項の規定による届出が行われた場合には、当該変更後の資産流動化計画。第

三項第三号トにおいて同じ。）における特定資産（資産流動化法第二条第一項に規

定する特定資産をいう。以下この号において同じ。）に有価証券が含まれ、かつ、

当該有価証券の価額が十億円以上であること。

ロ 資産流動化法第二百条第一項の規定により、特定資産（その取得勧誘（法第二条

第三項に規定する取得勧誘をいい、法第二条の二第二項に規定する組織再編成発行

手続を含む。第十三条第二項を除き、以下同じ。）が法第二条第三項第二号イに掲

げる場合に該当するものである有価証券に限る。ハにおいて同じ。）の管理及び処

分に係る業務を行わせるため信託会社等（資産流動化法第三十三条第一項に規定す

る信託会社等のうち、適格機関投資家に該当する者をいう。第三項第三号チにおい

て同じ。）と当該特定資産に係る信託契約を締結しており、かつ、当該届出を行う

ことについての当該特定目的会社の社員総会の決議があること。

ハ 資産流動化法第二百条第三項の規定により、特定資産の管理及び処分に係る業務

を当該特定資産の譲渡人である金融商品取引業者（投資運用業を行う者に限る。以

下この号及び第三項第三号リにおいて同じ。）又は当該特定資産の管理及び処分を

適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する金融商品取引業者に委託

しており、かつ、当該届出を行うことについての当該特定目的会社の社員総会の決

議があること。

二十四 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った個

人（ロに該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等として

取引を行う場合に限る。）

イ 次に掲げるすべての要件に該当すること。

（１） 直近日における当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であるこ

と。

（２） 当該個人が金融商品取引業者等に有価証券の取引を行うための口座を開設

した日から起算して一年を経過していること。

ロ 当該個人が業務執行組合員等であって、次に掲げるすべての要件に該当すること

（イに該当する場合を除く。）。

（１） 直近日における当該組合契約、匿名組合契約若しくは有限責任事業組合契

約又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係る出資対象事業により業務執

行組合員等として当該個人が保有する有価証券の残高が十億円以上であること。

（２） 当該個人が当該届出を行うことについて、当該組合契約に係る組合の他の

すべての組合員、当該匿名組合契約に係る出資対象事業に基づく権利を有する他

のすべての匿名組合契約に係る匿名組合員若しくは当該有限責任事業組合契約に
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係る組合の他のすべての組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する契約に係

るすべての組合員その他の者の同意を得ていること。

二十五 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者（個人を除く。）で

、この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に

定める金額以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者

イ 第一種金融商品取引業（有価証券関連業に該当するものに限る。） 五千万円

ロ 投資運用業 五千万円

ハ 銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第二条第二項に規定する銀行業 二十億

円

ニ 保険業法第二条第一項に規定する保険業 十億円

ホ 信託業法第二条第一項に規定する信託業（同条第三項に規定する管理型信託業以

外のものに限る。） 一億円

二十六 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国

が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者

二十七 外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するもの

のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官に届出を行った者

イ 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、

又は給付することを目的として運営されていること。

ロ 最近事業年度に係る財務計算に関する書類であって貸借対照表に相当するものに

おける資産の総額から負債の総額を控除して得た額（第三項第四号ニ及び第十項に

おいて「純資産額」という。）が百億円以上であること。

２ その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合に

おける同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方と

して行うもの又は同項第二号イ若しくは法第二条の二第四項第二号イに掲げる場合に該

当するものであった有価証券を前項各号に掲げる者が取得し又は買い付けた場合（当該

取得又は買付けの際に、当該有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われ

ている場合又はその者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十七号

までに掲げる者で同項ただし書の指定を既に受けていた者であった場合、同項第十五号

に掲げる者で同項ただし書の指定を既に解除されていた者であった場合若しくは同項第

九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について

第五項に規定する期間を経過している場合を除く。）には、その者が前項第一号から第

十四号まで若しくは第十六号から第二十七号までに掲げる者で同項ただし書の指定を受

けた場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指定を解除された場合又は同項第

九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について

第五項に規定する期間を経過した場合においても、当該有価証券の売付けの申込み又は

その買付けの申込みの勧誘を行う場合には適格機関投資家に該当する者とみなして法第

四条第二項の規定を適用する。

３ 第一項第九号、第十七号、第十九号又は第二十一号から第二十七号までの規定により

当該各号に掲げる者として金融庁長官に届出を行おうとする者（以下この条において「

届出者」という。）は、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める事項
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を記載した書面により、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

一 第一項第九号、第十七号、第二十一号、第二十二号、第二十五号及び第二十六号に

掲げる者に係る届出者 次に掲げる事項

イ 商号又は名称

ロ 代表者の役職名及び氏名

ハ 本店又は主たる事務所の所在地

ニ 第十一項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若し

くは主たる事務所の所在地又は住所（第一項第二十五号及び第二十六号に掲げる者

に係る届出者に限る。）

ホ 適格機関投資家の種別（第一項各号の種別をいう。第三号ホにおいて同じ。）

ヘ この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額（第一項第十

七号及び第二十五号に掲げる者に係る届出者に限る。）

ト 外国において行っている業務及び当該業務の根拠となる法令（第一項第二十五号

に掲げる者に係る届出者に限る。）

二 第一項第十九号に掲げる者に係る届出者 次に掲げる事項者

イ 名称

ロ 代表者の役職名及び氏名

ハ 主たる事務所の所在地

ニ 最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表（厚生年金基金令第三十九条第一

項の規定により提出されたものに限る。）における流動資産の金額及び固定資産の

金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合

計額を控除した額又は最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表（確定給付企

業年金法施行規則第百十七条第三項第一号の規定により提出されたものに限る。）

における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払

備金の金額の合計額を控除した額

三 第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者に係る届出者 次に掲げる事項

イ 商号、名称又は氏名

ロ 代表者の役職名及び氏名（第一項第二十三号及び第二十三号の二に掲げる者に係

る届出者に限る。）

ハ 本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所

ニ 第十一項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若し

くは主たる事務所の所在地又は住所（非居住者（外国為替及び外国貿易法（昭和二

十四年法律第二百二十八号）第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下

この条において同じ。）である届出者に限る。）

ホ 適格機関投資家の種別及び第一項第二十三号イ若しくはロのいずれに該当するか

の別、同項第二十三号の二イからハまでのいずれに該当するかの別又は同項第二十

四号イ若しくはロのいずれに該当するかの別

ヘ 直近日において保有する有価証券の残高（第一項第二十三号イ若しくはロ又は同

項第二十四号イ若しくはロに該当する場合に限る。）

ト 資産流動化法第二条第四項に規定する資産流動化計画の届出日並びに当該資産流
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動化計画に記載された有価証券の種類及び価額（第一項第二十三号の二イに該当す

る場合に限る。）

チ 第一項第二十三号の二ロに規定する信託契約を締結している信託会社等の名称

リ 第一項第二十三号の二ハに規定する金融商品取引業者の名称

ヌ 第一項第二十三号の二ロ又はハに規定する決議を行った社員総会の議事の内容

四 第一項第二十七号に掲げる者に係る届出者 次に掲げる事項

イ 名称

ロ 代表者の役職及び氏名

ハ 主たる事務所の所在地

ニ 最近事業年度に係る純資産額

ホ 第十一項に規定する代理する権限を有する者の商号、名称又は氏名及び本店若し

くは主たる事務所の所在地又は住所

ヘ 外国において行っている業務及び当該業務の根拠となる法令

４ 届出者は、前項に規定する書面を次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に

定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して 金融庁長官に提出しなければならない

。

一 第一項第九号に掲げる者に係る届出者 当該届出者の本店又は主たる事務所の所在

地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあって

は、福岡財務支局長）

二 第一項第十七号、第二十一号及び第二十二号に掲げる者に係る届出者 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める財務局長又は福岡財務支局長

イ 有価証券報告書（法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。）を提

出しなければならない者に該当する場合 企業内容等の開示に関する内閣府令（昭

和四十八年大蔵省令第五号）第二十条の規定により有価証券報告書を提出しなけれ

ばならない財務局長又は福岡財務支局長

ロ イに掲げる場合以外の場合 当該届出者の本店（第一項第二十二号に掲げる者に

係る届出者にあっては、信託業法第五十三条第一項に規定する主たる支店）又は主

たる事務所の所在地を管轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内

にある場合にあっては、福岡財務支局長）

三 第一項第十九号に掲げる者に係る届出者 当該届出者の主たる事務所の所在地を管

轄する財務局長（当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福

岡財務支局長）

四 第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者（非居住者を除く。）に係る届出

者 当該届出者の本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を管轄する財務局長（

当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支

局長）

五 第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者（非居住者に限る。）並びに同項第二

十五号から第二十七号までに掲げる者に係る届出者 関東財務局長

５ 第三項の規定により届出を行った場合の適格機関投資家に該当することとなる期間は

、当該届出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日までとする。
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６ 第三項の規定により届出を行った者は、前項に規定する適格機関投資家に該当するこ

ととなる期間において、当該届出に係る事項（第三項第一号イ若しくはハ、第二号イ若

しくはハ、第三号イ若しくはハ又は第四号イ若しくはハに掲げる事項に限る。）に変更

があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならな

い。

７ 第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第四

項中「前項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替える

ものとする。

８ 金融庁長官は、第三項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた月の

翌々月の初日までに、当該届出を行った者の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる

事務所の所在地又は住所、適格機関投資家に該当する期間（第五項に規定する期間をい

う。）及び当該届出を行った者が第一項第二十三号ロ又は第二十四号ロに該当するもの

として届出を行った者である場合にはその旨を官報に公告しなければならない。

９ 金融庁長官は、第六項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった

事項を官報に公告しなければならない。

第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者に係る届出者の直近日における有価10
証券の残高又は価額、同項第二十五号に掲げる者に係る届出者の資本金若しくは出資の

額又は基金の総額及び同項第二十七号に掲げる者に係る最近事業年度に係る純資産額を

本邦通貨に換算する場合には、同項第二十三号から第二十五号まで及び第二十七号に規

定する届出の時における外国為替相場（外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定す

る基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。）によるものとする。

第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者（非居住者に限る。）並びに同項第二十11
五号から第二十七号までに掲げる者に係る届出者は、本邦内に本店若しくは主たる事務

所の所在地又は住所を有する者であって、第三項及び第六項に規定する届出に関する一

切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者（非居住者に限る。）並びに同項第二十12
五号から第二十七号までに掲げる者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又

は住所を有する者であって、当該者が取得した有価証券（その発行の際にその取得勧誘

が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取

得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ

若しくは法第二条の二第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券に

限る。）に係る法第二十三条の十三第一項の規定による告知及び同条第二項の規定によ

る書面の交付に関する一切の行為につき、当該者を代理する権限を有するものを定めな

ければならない。


